
 
平成３０年１２月１７日 

 
議 長 櫻井 道明 様 

 
議会改革推進委員長  岡村 芳樹  

 
 

 

議会改革推進委員会の協議結果について（答申） 

 
平成３０年６月１４日付け３０佐議第１５３号で諮問のありました検討項目

について、下記のとおり答申いたします。 
 

記 
１ 検討項目 

第５次総合計画の審査方法について 

 

２ 協議結果 

第５次総合計画関連議案については、平成３１年（２０１９年）８月定例 

会での上程を市長に要請いただきたい旨、平成３０年８月１６日付けで中間

答申いたしたところですが、引き続き、審査方法に関する協議を行ってまい

りました。 

 その結果、総合計画が市政運営の根幹であることに鑑み、第５次総合計画

関連議案については、議員全員を委員とする特別委員会を設置し、十分な審

査時間を確保した上、審査する必要があるとの合意に至りました。 

 審査に関する基本事項及び審査日程については、別紙「第５次総合計画関

連議案特別委員会の設置（案）」のとおり、協議いたしました。 

貴職におかれましては、来年度の実施に向け、適切に承継されますよう、

お願い申し上げます。 

 

３ 協議の経過等 

 平成３０年 ６月１４日  第１回委員会 議長諮問 

 平成３０年 ７月 ６日  第２回委員会 執行部説明、質疑、協議 

「第５次総合計画関連議案の上程時期について」 

  



平成３０年 ８月１６日  第３回委員会 協議、中間答申 

「第５次総合計画関連議案の上程時期について」 

 平成３０年 ９月２１日  第４回委員会 協議 

             「総合計画関連議案審査特別委員会の設置につい

て」 

平成３０年 ９月２６日  会派代表者会議において、中間答申に係る「第

５次総合計画関連議案審査に係る要請事項」に

ついて協議。議長から市長あて要請文を送付。 

 平成３０年１１月２６日  第５回委員会 協議 

             「総合計画関連議案審査特別委員会における審査

に関する基本事項・審査日程について」 

 平成３０年１２月１７日  答申 

 

『議会改革推進委員会』 

 委員長・岡村 芳樹、副委員長・高木 大輔、 

 委員・平野 裕子、久野 妙子、橋岡 協美、萩原 陽子、五十嵐 智美、 

    押尾 豊幸 

 オブザーバー・櫻井 道明（議長） 



第 5 次総合計画関連議案審査特別委員会の設置（案） 

 
〔特別委員会における審査に関する基本事項〕 

1. 議員２８人全員を委員とする、「総合計画関連議案審査特別委員会」を設置する。 
2. 基本構想を含め総論的な事項については、全体会で審査する。 
3. 基本計画については、各常任委員会の委員を構成員とする分科会を設置し、分割審査する。 
4. 各分科会の所管範囲は、委員会条例第２条で規定する範囲とする。なお、複数の分科会に関連

する基本施策については、それぞれの分科会において、各分科会が所掌する観点から審査する。 
5. 分科会における分科会構成委員外の質疑については、原則、認めることとする。 
6. 分科会では、討論、採決を行わず、審査過程で出た意見を取りまとめ、全体会で報告する。 
7. 分科会運営の詳細については、各分科会で選任される座長を中心に、各分科会で決定する。 

 
 
〔審査日程〕 

本会議〔８月定例会 最終日〕 

■ 追加議案の上程 

■ 提案理由の説明 

■ 質疑 

■ 特別委員会の設置及び委員の選任 

■ 委員会付託 

 ■ 閉会中の継続審査 

 

第１回特別委員会〔本会議終了後〕 
（１）正・副委員長の選任 
（２）審査方法の確認 

 

第２回特別委員会〔９月末〕 
（１）執行部説明（６０分程度） 

① 計画策定の背景 
② 基本構想 

（２）質疑応答（９０～１２０分） 
○ 委員１人あたりの質疑時間は、５分間を原則とする。ただし、同会派の委員３人分までの質

疑時間を使用し、２０分以内とすることができる。 
 

分科会〔９月末から５日間（予備日１日）〕 
（１）座長・副座長の選任 
（２）執行部説明及び質疑応答 

○ 部局ごとの審査とする。 
○ 構成委員外の質疑については、構成委員の質疑終了後に行い、質疑時間は、５分間を原則と

する。 
（３）審査内容（座長報告）の取りまとめ 



第３回特別委員会〔１１月定例会 招集日 散会後〕 
（１）座長報告 
（２）執行部に対する包括的な質疑 

○ 委員１人あたりの質疑時間は、５分間を原則とする。 
（３）討論 
（４）採決 

 
 
２０１９年９月～１２月          ※議会日程は例年に倣ったもので、あくまで未定です。 
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